
 

指定管理者候補者の選定結果について 

 

東区役所健康福祉課所管の新潟市寺山公園子育て交流施設について、令和４年８月１２日より指定

管理者を公募しておりましたが、以下のとおり候補者を選定しました。 

施設名 新潟市寺山公園子育て交流施設 

所在地 新潟市東区寺山１６５３番地 

施設の概要 

新潟市寺山公園子育て交流施設は、新潟市都市公園条例を根拠とした公園内施設

として「遊ぶ」、「つながる」、「楽しむ」を基本理念とした子育て支援及び子

育て世代の交流、地域の世代間交流の推進を目的とした施設である。 

施設は、多世代が交流できる「交流ゾーン」と子育て支援に特化した「子育て支

援ゾーン」に分かれており、子育て支援や多世代の交流を行える事業等を実施す

る。 

指定管理者 

申請者 

評価会議 

委員   小池 由佳    新潟県立大学人間生活学部子ども学科 教授 

委員   饒村 悠子    饒村悠子税理士事務所 

委員   小野本 美奈子  小野本社会保険労務士事務所 

委員   吉田 香那子   東区自治協議会委員 

指定管理者 

（候補者） 

特定非営利活動法人 ワーカーズコープ 

代表者  代表理事 田嶋 羊子 

所在地 東京都豊島区東池袋１丁目４４番３号池袋ＩＳＰタマビル 

指定期間（予

定） 
令和５年４月１日～令和７年３月３１日 

選定理由 

選定にあたっては、１団体から応募があり、評価会議において、応募者から提

出を受けた事業計画書等について、施設を運営するうえでの管理運営の基本方針、

事業計画の具体性・実現性、利用促進への取組み、施設の維持管理、経費削減の

具体的な取組み、安全確保・災害時の対応等について、選定基準に基づき評価を

行った。 

各委員からは、新たな事業を提案しており期待したい、地域との交流・連携事

業が工夫されている、利用者ニーズに沿った事業が計画されている、雇用はしっ

かり守ってほしい等の意見が出された。 

評価会議における評価結果を総合的に検討した結果、上記の応募者は指定管理

者としての業務遂行能力を有するとして、指定管理者候補者に選定することとし

た。 

なお、候補者選定の参考とした評価会議における評価結果は、別表のとおりで

ある。 

スケジュール 

第１回評価会議  ８月２日 ※仕様書・選定基準等の決定 

募集要項等配布  ８月１２日～２５日 

募集説明会    ９月１日 

質問受付     ９月１日～５日 

応募受付     ９月１６日～２２日 

第２回評価会議  １０月１８日 

今後、市会での審議・議決を経て、指定管理者に指定される。 

所管部署 
(問い合わせ先) 

東区役所 健康福祉課 児童福祉担当 

ＴＥＬ：０２５－２５０－２３３０（直通） 

E-mail：kenko.e@city.niigata.lg.jp 

東 区 健 康 福 祉 課 

議 案 第 １ １ ６ 号 資 料 ②  

 

 

東 区 健 康 福 祉 課 

議 案 第 １ １ ６ 号 資 料 ②  

 

 

市 民 厚 生 常 任 委 員 会 

令 和 ４ 年 １ ２ 月 １ ５ 日 

東 区 健 康 福 祉 課 

議 案 第 １ １ ６ 号  資 料 １ 

mailto:kenko.e@city.niigata.lg.jp


【参考】現指定管理期間の評価（平成３０年４月～令和５年３月） 

指定管理者 特定非営利活動法人ワーカーズコープ 

総評 

施設の管理運営に関する基本方針に基づいて良好なサービス提供を行っており、

利用者の満足度は高い。 

新型コロナウイルス感染症対策による臨時休館中は、遊び場の提供はできなくて

も、相談業務を継続することで悩みを抱える利用者の支援を行ったり、SNSを活用し

て動画の投稿やリモート配信を行ったり、利用者との繋がりを感じられるような取

組を行った。 

その他、低学年ひろばの利用において年齢別の時間制を取り入れるなど、より安

全に利用できるよう工夫しながら運営しており、指定管理者として優良と評価する。 

 

別表（評価結果） 

選定基準 評価項目 配点 候補者 

施設の平等

利用の確保 

経営理念・方針、管理運営方針 5 4.8 

施設の管理方法 5 4.3 

施設の効用

を最大限に

発揮し、管理

経費の縮減

が図られる 

予算の範囲内での適正な執行 5 4.3 

事業計画の具体性・実現性 10 8.3 

当該地域等との交流・連携事業や協力の工夫 10 8.5 

利用促進への取り組み 10 7.0 

利用者ニーズの把握と施設運営への反映 5 4.3 

施設の維持管理 5 4.0 

要望や苦情への対応 5 3.5 

経費削減の具体的な取組み 5 3.3 

事業計画に沿

った管理を安

定して行う能

力 

従事者の雇用・労働条件 5 3.3 

人材育成・業務改善の取組み 5 4.3 

安全確保・災害時の対応 5 4.0 

個人情報保護の取組み・関係法令の遵守 5 3.5 

社会貢献活動の取組み 5 3.5 

環境保護の取組み 5 3.8 

ワーク・ライフ・バランス等を推進する取組み 5 3.8 

合計 100 78.0 

※点数は、評価会議の委員４名の平均 


